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(57)【要約】
【課題】発光部の単位面積当たりの光束量を大きくし、
光束を高効率で出力することができる光源装置を提供す
る。
【解決手段】一次光を発光する第１の固体発光素子２と
、一次光を吸収し二次光を発光する第１の蛍光体膜３と
、第１の蛍光体膜３に沿って空気を介して配置された入
射面１１と、入射面１１と傾斜して対向する傾斜面１２
と、入射面１１及び傾斜面１２に垂直で互いに平行に対
向する２つの垂直面と、入射面１１及び傾斜面１２の間
隔が広がる側で、入射面１１、傾斜面１２及び２つの垂
直面と連続し、第１の蛍光体膜３の面積よりも小さい面
積を有する射出面１３と、射出面１３と平行に対向する
挟角面１４とを有するプリズム１と、第１の固体発光素
子２と第１の蛍光体膜３との間に配置され、一次光を透
過し且つ二次光を反射する第１の二次光反射膜４とを備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次光を発光する第１の固体発光素子と、
　前記一次光を吸収し二次光を発光する第１の蛍光体膜と、
　前記第１の蛍光体膜に沿って空気を介して配置された入射面と、前記入射面と傾斜して
対向する傾斜面と、前記入射面及び前記傾斜面に垂直で互いに平行に対向する２つの垂直
面と、前記入射面及び前記傾斜面の間隔が広がる側で、前記入射面、前記傾斜面及び前記
２つの垂直面と連続し、前記第１の蛍光体膜の面積よりも小さい面積を有する射出面と、
前記射出面と平行に対向する挟角面とを有するプリズムと、
　前記第１の固体発光素子と前記第１の蛍光体膜との間に配置され、前記一次光を透過し
且つ前記二次光を反射する第１の二次光反射膜
　とを備えることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記挟角面から前記射出面へ向かう方向において、前記入射面の長さが、前記第１の蛍
光体膜の長さよりも長く、
　前記第１の蛍光体膜が前記入射面の前記挟角面側の一部と対向するように配置されてお
り、
　前記入射面の前記射出面側の前記第１の蛍光体膜と対向していない部分と空気を介して
対向するように配置された金属膜ミラーを更に備えることを特徴とする請求項１に記載の
光源装置。
【請求項３】
　前記挟角面から前記射出面へ向かう方向において、前記入射面及び前記第１の二次光反
射膜のそれぞれの長さが、前記第１の蛍光体膜の長さよりも長く、
　前記第１の蛍光体膜が前記入射面の前記挟角面側の一部と対向するように配置されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記傾斜面に沿って空気を介して配置され、前記一次光を透過し且つ前記二次光を反射
する第２の二次光反射膜を更に備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記
載の光源装置。
【請求項５】
　前記傾斜面に沿って空気を介して配置され、前記一次光及び前記二次光を反射する金属
膜ミラーを更に備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記傾斜面に沿って空気を介して配置され、前記一次光を吸収し二次光を発光する第２
の蛍光体膜と、
　前記第２の蛍光体膜を照明するための前記一次光を発光する第２の固体発光素子と、
　前記第２の蛍光体膜と前記第２の固体発光素子との間に配置され、前記一次光を透過し
且つ前記二次光を反射する第２の二次光反射膜
　とを更に備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項７】
　前記第１の固体発光素子と前記第１の蛍光体膜の間を囲むように配置され、前記一次光
及び前記二次光を反射する内壁面を有するライトパイプを更に備えることを特徴とする請
求項１～６のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項８】
　前記ライトパイプが、前記第１の固体発光素子側から前記第１の蛍光体膜側に向かって
広がるようにテーパ形状を有することを特徴とする請求項７に記載の光源装置。
【請求項９】
　前記射出面に配置され、前記一次光を反射し且つ前記二次光を透過する一次光反射膜を
更に備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項１０】
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　前記第１の固体発光素子が単一波長を有する前記一次光を発光し、
　前記第１の二次光反射膜の分光特性が狭帯域であることを特徴とする請求項１～９のい
ずれか１項に記載の光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投射表示装置（プロジェクタ）等の光源として使用される光源装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プロジェクタ用の光源としては、超高圧水銀灯、キセノンランプ及びハロゲンラ
ンプ等の放電ランプが多く使われている。このような放電ランプに替わり、低消費電力、
瞬時点灯、長寿命、高色純度及び水銀フリー等のような理由から半導体光源が提案されて
いる。半導体光源のなかでも発光ダイオード（ＬＥＤ）は、近年急速に広がり、家庭用電
球を従来の白熱灯からＬＥＤへと住み替えが進められている。一方でプロジェクタ用の光
源としては、一部の低輝度プロジェクタ用の光源としての採用に留まっている状況である
。その理由として、ＬＥＤは面発光光源であるため、高輝度化には投入電力と面積の双方
を大きくすることが必要である。言い換えれば単位面積当たりの光束量では、プロジェク
タ用の光源として従来の放電ランプに替わる十分な明るさを得られていないのが実情であ
る。
【０００３】
　そこで、不足しているＬＥＤの光学利用効率の高効率化が提案されている（例えば、特
許文献１参照。）。特許文献１では、ＬＥＤから発光した光線を楔形状のプリズムで反射
させ、ＬＥＤの面積より小さい面積の射出面から出力する。これにより、光源の単位面積
当たりの光束量を増加させることなく、且つ光源からの光線放射角度を小さくすることな
く、発光面積と光線放射角度との関数であるエテンデューを改善し、高輝度で照明するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２６８５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の系においては、ＬＥＤ自身の実質反射率は７０％程度に留
まり、更に正反射成分だけでなく散乱成分も多い。このため、ＬＥＤで発光した光束を自
身も含めた系内で多重反射を繰り返して系外へ高効率で出力することは困難であった。
【０００６】
　上記問題点を鑑み、本発明の目的は、発光部の単位面積当たりの光束量を大きくし、光
束を高効率で出力することができる光源装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、一次光を発光する第１の固体発光素子（２、２ａ，３１ａ）
と、一次光を吸収し二次光を発光する第１の蛍光体膜（３，３ａ）と、第１の蛍光体膜（
３，３ａ）に沿って空気を介して配置された入射面（１１）と、入射面（１１）と傾斜し
て対向する傾斜面（１２）と、入射面（１１）及び傾斜面（１２）に垂直で互いに平行に
対向する２つの垂直面（１５，１６）と、入射面（１１）及び傾斜面（１２）の間隔が広
がる側で、入射面（１１）、傾斜面（１２）及び２つの垂直面（１５，１６）と連続し、
第１の蛍光体膜（３，３ａ）の面積よりも小さい面積を有する射出面（１３）と、射出面
（１３）と平行に対向する挟角面（１４）とを有するプリズム（１）と、第１の固体発光
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素子（２，２ａ，３１ａ）と第１の蛍光体膜（３，３ａ）との間に配置され、一次光を透
過し且つ二次光を反射する第１の二次光反射膜（４，４ａ）とを備える光源装置が提供さ
れる。
【０００８】
　本発明の一態様において、挟角面（１４）から射出面（１３）へ向かう方向において、
入射面（１１）の長さが、第１の蛍光体膜（３）の長さ（Ｄ１）よりも長く、第１の蛍光
体膜（３）が入射面（１１）の挟角面（１４）側の一部と対向するように配置されており
、入射面（１１）の射出面（１３）側の第１の蛍光体膜（３）と対向していない部分と空
気を介して対向するように配置された金属膜ミラー（７）を更に備えていても良い。
【０００９】
　本発明の一態様において、挟角面（１４）から射出面（１３）へ向かう方向において、
入射面（１１）の長さ及び第１の二次光反射膜（４）の長さ（Ｄ１＋Ｄ２）が、第１の蛍
光体膜（３）の長さ（Ｄ１）よりも長く、第１の蛍光体膜（３）が入射面（１１）の挟角
面（１４）側の一部と対向するように配置されていても良い。
【００１０】
　本発明の一態様において、傾斜面（１２）に沿って空気を介して配置され、一次光を透
過し且つ二次光を反射する第２の二次光反射膜（５）を更に備えていても良い。又は、傾
斜面（１２）に沿って空気を介して配置され、一次光及び二次光を反射する金属膜ミラー
を更に備えていても良い。
【００１１】
　本発明の一態様において、傾斜面（１２）に沿って空気を介して配置され、一次光を吸
収し二次光を発光する第２の蛍光体膜（３ｂ）と、第２の蛍光体膜（３ｂ）を照明するた
めの一次光を発光する第２の固体発光素子（４ｂ）と、第２の蛍光体膜（３ｂ）と第２の
固体発光素子（４ｂ）との間に配置され、一次光を透過し且つ二次光を反射する第２の二
次光反射膜（４ｂ）とを更に備えていても良い。
【００１２】
　本発明の一態様において、第１の固体発光素子（２）と第１の蛍光体膜（３）の間を囲
むように配置され、一次光及び二次光を反射する内壁面を有するライトパイプ（８）を更
に備えていても良い。
【００１３】
　本発明の一態様において、ライトパイプ（８）が、第１の固体発光素子（２）側から第
１の蛍光体膜（３）側に向かって広がるようにテーパ形状を有していても良い。
【００１４】
　本発明の一態様において、射出面（１３）に配置され、一次光を反射し且つ二次光を透
過する一次光反射膜（６）を更に備えていても良い。
【００１５】
　本発明の一態様において、第１の固体発光素子（３１ｂ）が単一波長を有する一次光を
発光し、第１の二次光反射膜（４ａ）の分光特性が狭帯域であっても良い。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、発光部の単位面積当たりの光束量を大きくし、光束を高効率で出力す
ることができる光源装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る光源装置の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るプリズムの一例を示す斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る照明方法を説明するための概略図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る照明方法を説明するための他の概略図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る照明方法を説明するための更に他の概略図であ
る。
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【図６】本発明の第１の実施の形態に係る照明方法を説明するための更に他の概略図であ
る。
【図７】本発明の第１の実施の形態及び比較例に係る発光部面積と明るさの関係のシミュ
レーション結果を表すグラフである。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る一次光及び二次光の分光分布を表すグラフであ
る。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る一次光反射膜と二次光反射膜の分光特性を表す
グラフである。
【図１０】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る光源装置の一例を示す断面図である
。
【図１１】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る照明方法を説明するための概略図で
ある。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る光源装置の一例を示す断面図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係る光源装置の一例を示す断面図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係る照明方法を説明するための概略図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態に係る二次光反射膜の角度特性を表すグラフである
。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係る照明方法を説明するための他の概略図である
。
【図１７】本発明の第３の実施の形態の第１の変形例に係る光源装置の一例を示す断面図
である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態の第２の変形例に係る光源装置の一例を示す断面図
である。
【図１９】本発明の第３の実施の形態の第２の変形例に係る一次光及び二次光の分光分布
を表すグラフである。
【図２０】本発明の第３の実施の形態の第２の変形例に係る二次光反射膜の角度特性を表
すグラフである。
【図２１】本発明のその他の実施の形態に係る筐体の一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、図面を参照して、本発明の第１～第３の実施の形態を説明する。以下の図面の記
載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は
模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異
なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して
判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることはもちろんである。
【００１９】
　また、以下に示す第１～第３の実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するため
の装置や方法を例示するものであって、この発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状
、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発明の技術的思想は、特許請求
の範囲において、種々の変更を加えることができる。
【００２０】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る光源装置は、図１に示すように、一次光（一次光源光
）を発光する固体発光素子２と、一次光を吸収し二次光（二次光源光）を発光する蛍光体
膜３と、蛍光体膜３と空気を介して配置された楔形状のプリズム１と、固体発光素子２と
蛍光体膜３との間に配置され、固体発光素子２により発光される一次光を透過し且つ蛍光
体膜３により発光される二次光を反射する第１の二次光反射膜４とを備える。
【００２１】
　プリズム１の材料としては、屈折率が１よりも大きい硝子や樹脂が使用可能である。プ
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リズム１の各面は表面粗さの小さい研磨面である。プリズム１は、研磨加工や切削加工の
ほか金型成型等により作製可能である。
【００２２】
　プリズム１は、図１及び図２に示すように、蛍光体膜３に沿って空気を介して配置され
た面（以下、「入射面」という。）１１と、入射面１１と傾斜して対向する面（以下、「
傾斜面」という。）１２と、入射面１１及び傾斜面１２に垂直で互いに平行に対向する２
つの面（以下、「垂直面」という。）１５，１６と、入射面１１及び傾斜面１２の間隔が
広がる側で、入射面１１、傾斜面１２及び２つの垂直面１５，１６と連続し、蛍光体膜３
の面積よりも小さい面積を有する面（以下、「射出面」という。）１３と、射出面１３と
平行に対向する面（以下、「挟角面」という。）１４を有する。
【００２３】
　図１に示した固体発光素子２としては、ＬＥＤや半導体レーザー等の種々の発光素子が
使用可能である。固体発光素子２の裏面側には反射膜が形成され、発光層から発光された
１次光は直接又は反射膜で反射して表面側へ射出される。固体発光素子２は、例えば上面
視２ｍｍ×６ｍｍ程度の矩形を有する。本発明の第１の実施の形態においては、固体発光
素子２として青色ＬＥＤを使用する。固体発光素子２は、１次光を反射する反射面を有す
る支持部材２１により支持されている。
【００２４】
　蛍光体膜３は、入射面１１の挟角面１４側の一部と対向するように、硝子等の基板２３
上に塗布により形成されている。蛍光体膜３の上面視における形状は固体発光素子２と略
同じであり、蛍光体膜３の面積は固体発光素子２の面積と同等である。蛍光体膜３の材料
としては、硫化物系、酸化物系又は窒化物系等の種々の蛍光体が採用可能である。蛍光体
膜３は、二次光源として振る舞い、固体発光素子２により発光された一次光を励起光とし
て吸収し、一次光とは異なる波長の二次光を発光する。蛍光体膜３は、例えば一次光が青
色光の場合、緑色又は赤色等の紫外～可視光を発光する。挟角面１４から射出面１３へ向
かい入射面１１に平行な方向において、基板２３の長さ（Ｄ１＋Ｄ２）は、蛍光体膜３の
長さＤ１よりも長く、更に入射面１１の長さは基板２３の長さ（Ｄ１＋Ｄ２）よりも長い
。　第１の二次光反射膜４は、基板２３の蛍光体膜３が配置されている面と対向する面に
、蛍光体膜３と略同じ面積を有するように配置されている。第１の二次光反射膜４として
は、例えば屈折率の異なる酸化ケイ素（ＳｉＯ２）と酸化チタン（ＴｉＯ２）からなる薄
膜を交互に積層させたダイクロイック膜等が使用可能である。第１の二次光反射膜４は、
基板２３上に蒸着法等により形成可能である。
【００２５】
　更に、基板２３上の第１の二次光反射膜４が配置されていない部分には、可視光を全て
高反射率（例えば９８％以上）で反射する銀ミラー等の金属膜ミラー７が配置されている
。金属膜ミラー７は、入射面１１の射出面１３側の蛍光体膜３と対向していない部分と空
気を介して対向するように配置されている。
【００２６】
　更に、傾斜面１２に沿って空気を介して第２の二次光反射膜５が配置されている。第２
の二次光反射膜５は、硝子等の基板２４上に配置されている。挟角面１４から射出面１３
へ向かう傾斜面１２に平行な方向において、第２の二次光反射膜５及び基板２４の長さＤ
３は、基板２３の長さ（Ｄ１＋Ｄ２）と略同じである。第２の二次光反射膜５は、一次光
を透過し且つ二次光を反射する。第２の二次光反射膜５としては、例えば屈折率の異なる
酸化ケイ素（ＳｉＯ２）と酸化チタン（ＴｉＯ２）からなる薄膜を交互に積層させたダイ
クロイック膜等が使用可能である。第２の二次光反射膜５は、基板２４上に蒸着法等によ
り形成可能である。
【００２７】
　更に、射出面１３上に一次光反射膜６が配置されている。一次光反射膜６は、一次光を
反射し且つ二次光を透過する。一次光反射膜６としては、例えば屈折率の異なる酸化ケイ
素（ＳｉＯ２）と酸化チタン（ＴｉＯ２）からなる薄膜を交互に積層させたダイクロイッ
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ク膜等が使用可能である。一次光反射膜６は、射出面１３上に蒸着法等により形成可能で
ある。
【００２８】
　更に、固体発光素子２と蛍光体膜３の間を囲むように四角柱の筒（ライトパイプ）８が
配置されている。ライトパイプ８は、一次光及び二次光を反射するミラーで形成された内
壁面を有する。ライトパイプ８の外側には、ライトパイプ８を取り囲むようにカバー部材
２２が配置されている。
【００２９】
　次に、本発明の第１の実施の形態に係る光源装置を用いた照明方法（光線出力の原理）
を、図３～図６を用いて説明する。なお、図３～図６において一次光を点線矢印で示し、
二次光を実線矢印で示す。
【００３０】
　図３に示すように、固体発光素子２より発光した一次光（青色光）は、ライトパイプ８
を通って第１の二次光反射膜４及び基板２３を透過し、蛍光体膜３を照明する。図３及び
図４に示すように、蛍光体膜３は、一次光を励起光として吸収し、二次光（緑色光）を発
光する。その際、蛍光体膜３中の各蛍光体粒子のそれぞれが個々に一次光を吸収し、二次
光を全方位（３６０度）に発光する。そのため一次光のうち約半分の光はプリズム１側に
発光する。一方、残りの光はその逆側に発光するが、第１の二次光反射膜４で反射し、全
ての二次光がプリズム１側に向かう。また、一次光のうちの一部が蛍光体膜３で吸収され
ずに蛍光体膜３を透過する。
【００３１】
　図５に示すように、蛍光体膜３で発光した二次光と、蛍光体膜３を透過した一部の一次
光は、空気を介してプリズム１の入射面１１に入射し、プリズム１内で多重反射する。プ
リズム１の各面は鏡面研磨されているため、屈折率の高いプリズム１から低い系外へは、
スネルの法則を満たす角度以上の光線は、全て臨界角を超えてプリズム１内で内部反射を
起こす。したがって、２つの垂直面１５，１６及び挟角面１４では、蛍光体膜３から入射
する全ての一次光及び二次光が内部反射する。
【００３２】
　一方、入射面１１及び傾斜面１２では、プリズム１内に入射した際一部の光線が臨界角
を越えないため、プリズム１系外に射出する。射出した光線は、第１の二次光反射膜４、
第２の二次光反射膜５及び金属膜ミラー７で反射して再びプリズム１に戻される。プリズ
ム１は、射出面１３側に広がるように楔形状を有するため、臨界角を超えていない光線も
、多重反射を繰り返すことで臨界角を超え、内部反射するようになる。蛍光体膜３から出
力した光線が臨界角を超えて多重反射を繰り返すように、図１に示した蛍光体膜３の長さ
Ｄ１に対し、プリズム１の入射面１１、射出面１２及び２つの垂直面１５，１６を長くし
、且つ金属膜ミラー７の長さＤ２及び第２の二次光反射膜５の長さＤ３を適宜長くしてい
る。このようにして、プリズム１内で多重反射を繰り返すことで射出面１３から高効率で
光線を系外に射出する。
【００３３】
　また、図６に示すように、二次光が入射面１１からプリズム外に射出され、第１の二次
光反射膜４に入射する際、硝子と空気の屈折率差の方が硝子と蛍光体膜３の屈折率差に比
べ大きいため、第１の二次光反射膜４に入射する二次光の入射角は小さくなる。そのため
、二次光反射膜４は二次光を高い確率で反射することができる。
【００３４】
　以上説明したように、本発明の第１の実施の形態に係る光源装置によれば、二次光を発
光する蛍光体膜３の面積が、二次光を射出する射出面１３の面積より大きいため、エテン
デューを改善し、高輝度で照明することができる。そして、固体発光素子２からの一次光
で蛍光体膜３が二次光を発光し、二次光を第１の二次光反射膜４で反射させることにより
、入射面１１及び傾斜面１２同士で二次光がそれぞれ多重反射を繰り返し、射出面１３か
ら効率的に二次光を出力させることができる。よって、単位面積当たりの光束量を大きく
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することができ、光束を高効率で出力することができることが可能となる。
【００３５】
　図７に蛍光体膜３の面積と明るさの関係についてのシミュレーション結果を示す。蛍光
体膜３の面積、並びにプリズム１の入射面１１及び傾斜面１２のなす楔の角度によって詳
細は異なるが、比較例としてのＬＥＤから発光した光をそのままプリズムへ入射し、多重
反射を繰り返して射出させる構成に対して、本発明の第１の実施の形態に係る光源装置で
は２倍近く明るくなる可能性がある。特に、蛍光体膜３の面積を大きくすることでその効
果があり、従来ＬＥＤを大きくしても効果はないとされていた限界を超えることから、高
輝度化が期待できる。
【００３６】
　更に、本発明の第１の実施の形態に係る光源装置によれば、第２の二次光反射膜５を配
置することにより、傾斜面１２から射出した二次光をプリズム１内に戻すことができる。
【００３７】
　ところで、一次光及び二次光は、図８に示すような分光特性を持っている。蛍光体膜３
からプリズム１に入射する光線には、上述したように二次光のほかに一部一次光が混入し
ている。これは、蛍光体膜３の発光効率に関わるもので、蛍光体膜３で吸収されずにその
まま透過してくる成分である。この成分が射出光に混ざっていると、所望のスペクトルが
得られず純色を悪くする。図９に示すように、第１の二次光反射膜４、第２の二次光反射
膜５及び一次光反射膜６は、それぞれの帯域で９８％以上の高反射である。したがって、
第２の二次光反射膜５を配置することにより、臨界角を超えない光線の青色光成分を、第
２の二次光反射膜５を透過して系外に排出することができる。
【００３８】
　更に、本発明の第１の実施の形態に係る光源装置によれば、射出面１３に一次光反射膜
６を配置することで、蛍光体膜３で吸収されることなく透過した一次光を射出面１３から
出力させることなくプリズム１内に戻すことができる。この一次光が蛍光体膜３を再び励
起させ発光させることで、二次光を更に増幅し、単位面積当たりの光束量を大きくするこ
とができる。
【００３９】
　更に、固体発光素子２の表面に配置される電極、及び電極に電力供給するためのワイヤ
ボンディングのループといった物理的な要因から、固体発光素子２とプリズム１とは離間
して配置されている。本発明の第１の実施の形態に係る光源装置によれば、ライトパイプ
８を有することで、固体発光素子２とプリズム１との隙間からの光束の漏れを防止するこ
とができる。
【００４０】
＜変形例＞
　本発明の第１の実施の形態の変形例として、図１０に示すように、第１の二次光反射膜
４が基板２３と蛍光体膜３の間に配置されていても良い。更に、第１の二次光反射膜４は
、基板２３全面を覆っていても良い。第１の二次光反射膜４の長さ（Ｄ１＋Ｄ２）は、蛍
光体膜３の長さＤ１よりも長い。
【００４１】
　本発明の第１の実施の形態の変形例では、図１１に示すように、蛍光体膜３が基板２３
側に発光した二次光は直下の第１の二次光反射膜４で反射され、全ての二次光がプリズム
１側へ向かう。また、プリズム１内から入射面１１を介して射出した二次光は第１の二次
光反射膜４により反射されてプリズム１内に戻される。
【００４２】
（第２の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態では、固体発光素子２及び蛍光体膜３の１組の光源を有する
場合を説明したが、本発明の第２の実施の形態では、２組の光源を有する場合を説明する
。
【００４３】
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　本発明の第２の実施の形態に係る光源装置は、図１２に示すように、プリズム１の入射
面１１側に、入射面１１に沿って空気を介して配置され、一次光を吸収し二次光を発光す
る第１の蛍光体膜３ａと、第１の蛍光体膜３ａを照明するための一次光を発光する第１の
固体発光素子２ａと、第１の蛍光体膜３ａと第１の固体発光素子２ａとの間に配置され、
一次光を透過し且つ二次光を反射する第１の二次光反射膜４ａを備える。
【００４４】
　第１の固体発光素子２ａは支持部材２１ａにより支持されている。第１の固体発光素子
２ａ及び第１の蛍光体膜３ａの間には、ライトパイプ８ａ及びカバー部材２２ａが配置さ
れている。
【００４５】
　第１の蛍光体膜３ａ及び第１の二次光反射膜４ａは基板２３ａに配置されている。基板
２３ａの第１の蛍光体膜３ａが配置されていない部分には、可視光を全て高反射率（例え
ば９８％以上）で反射する銀ミラー等の金属膜ミラー７ａが配置されている。
【００４６】
　更に、本発明の第２の実施の形態に係る光源装置は、プリズム１の傾斜面１２側に、傾
斜面１２に沿って空気を介して配置され、一次光を吸収し二次光を発光する第２の蛍光体
膜３ｂと、第２の蛍光体膜３ｂを照明するための一次光を発光する第２の固体発光素子２
ｂと、第２の蛍光体膜３ｂと第２の固体発光素子２ｂとの間に配置され、一次光を透過し
且つ二次光を反射する第２の二次光反射膜４ｂを備える。
【００４７】
　第２の固体発光素子２ｂは支持部材２１ｂにより支持されている。第２の固体発光素子
２ｂ及び第２の蛍光体膜３ｂの間には、ライトパイプ８ｂ及びカバー部材２２ｂが配置さ
れている。
【００４８】
　第２の蛍光体膜３ｂ及び第２の二次光反射膜４ｂは基板２３ｂに配置されている。基板
２３ｂの第２の蛍光体膜３ｂが配置されていない部分には、可視光を全て高反射率（例え
ば９８％以上）で反射する銀ミラー等の金属膜ミラー７ｂが配置されている。
【００４９】
　他の構成は、本発明の第１の実施の形態と実質的に同様であるので、重複した説明を省
略する。
【００５０】
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る光源装置を用いた照明方法の一例を、図１２を
用いて説明する。
【００５１】
　第１の固体発光素子２ａが発光した一次光は、ライトパイプ８ａを介して第１の二次光
反射膜４ａ、基板２３ａを透過し、第１の蛍光体膜３ａを照明する。第１の蛍光体膜３ａ
が一次光を吸収して二次光を発光する。一方、第２の固体発光素子２ｂが発光した一次光
は、ライトパイプ８ｂを介して第２の二次光反射膜４ｂ、基板２３ｂを透過し、第２の蛍
光体膜３ｂを照明する。第２の蛍光体膜３ｂが、一次光を吸収して二次光を発光する。
【００５２】
　第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂのそれぞれからの二次光は、第１の二次光
反射膜４ａ及び第２の二次光反射膜４ｂで反射した二次光及び一次光の残光成分と共に空
気を介してプリズム１に入射し、プリズム１内及びプリズム１近傍の第１の二次光反射膜
４ａ、第２の二次光反射膜４ｂ、金属膜ミラー７ａ，７ｂで多重反射を繰り返し、射出面
１３から出力する。
【００５３】
　このとき、第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂで発光した一部の二次光は、相
対する面の第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂにそれぞれ入射する。第１の蛍光
体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂは、一次光に対しては吸収特性を示すが、二次光に対し
ては吸収特性を持たないため、二次光は第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂをそ
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れぞれ透過又は一部散乱し、第１の二次光反射膜４ａ及び第２の二次光反射膜４ｂにより
反射し、再び第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂを透過してプリズム１に再入射
する。一方、一次光の残留成分の一部も同様に相対する面の第１の蛍光体膜３ａ及び第２
の蛍光体膜３ｂに入射するが、第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂが吸収して二
次光の発光に寄与する。
【００５４】
　また、一部の一次光は、射出面１３において一次光反射膜６で反射し再び系内に戻され
る。一次光に関しては完全に閉ざされた系を呈しているので、再び多重反射を繰り返し、
第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂに再度入射し吸収され発光に寄与する。第１
の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂを再度透過した一次光は、第１の二次光反射膜４
ａ及び第２の二次光反射膜４ｂと基板２３ａ，２３ｂを透過して、ライトパイプ８ａ，８
ｂを介して第１の固体発光素子２ａ及び第２の固体発光素子２ｂに戻る。この光線は、第
１の固体発光素子２ａ及び第２の固体発光素子２ｂ自身で反射し、再度第１の蛍光体膜３
ａ及び第２の蛍光体膜３ｂを照明する。このように残留成分も含めて、全ての一次光が第
１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂで吸収され二次光の発光に寄与する。
【００５５】
　以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係る光源装置によれば、複数の光源
を合成するような系においても、単位面積当たりの光束量が大きく、且つ高効率で照明可
能となる。
【００５６】
（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る光源装置は、図１３に示すように、ライトパイプ８が
固体発光素子２側から蛍光体膜３側へ向かって広がるようにテーパ形状を有する点が、本
発明の第１の実施の形態と異なる。蛍光体膜３及び第１の二次光反射膜４の面積は、固体
発光素子２の面積よりも大きい。他の構成は、本発明の第１の実施の形態と実質的に同様
であるので、重複した説明を省略する。
【００５７】
　次に、本発明の実施の形態に係る光源装置を用いた照明方法の一例を、図１４及び図１
５を用いて説明する。
【００５８】
　図１４に示すように、固体発光素子２より発光した一次光は、固体発光素子２の表面の
法線方向に対し角度θ０を有しており、ライトパイプ８内で多重反射しながら射出面１３
へ向かう。この時、ライトパイプ８内の反射面が傾斜しているため、一次光が反射するた
びに、蛍光体膜３へ向かう角度θ０，θ１，θ２が小さくなる。したがって、ライトパイ
プ８から射出する一次光はいずれも略平行光となる。ライトパイプ８を射出した１次光は
基板２３を透過し、第１の二次光反射膜４を透過し蛍光体膜３を照明する。
【００５９】
　ここで、図１５に示すように、第１の二次光反射膜４を構成するダイクロイックミラー
の角度特性において、入射する光線の角度が大きくなると、分光反射特性が短波長側にシ
フトする。そのため一次光であっても光線角度が大きい成分を透過できず、一次光で十分
に蛍光体膜３を照明できない現象が発生し、所望の高輝度化が得られない場合がある。こ
れに対して、本発明の第３の実施の形態によれば、ライトパイプ８がテーパ形状を有する
ことにより、一次光を略平行光とすることができるので、第１の二次光反射膜４の角度特
性で反射されることなく高効率で蛍光体膜３を照明することができる。
【００６０】
　そして、照明された蛍光体膜３は、１次光を吸収し二次光（緑色光）を発光する。その
際、蛍光体膜３内部の各蛍光体粒子それぞれが個々に青色光を吸収し、緑色光を全方位（
３６０度）に発光する。そのため一次光の約半分の光はプリズム１側に発光するが、残り
の光はその逆の基板２３側に発光する。今度はかなり角度のついた光線が第１の二次光反
射膜４に入射するが、第１の二次光反射膜４の角度特性により、二次光の反射帯域は広が
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るため、略全ての光を反射し、プリズム１側に向けることができる。そして、図１６に示
すように、蛍光体膜３により発光された二次光がプリズム１、第１の二次光反射膜４、第
２のニ次反射膜５及び金属膜ミラー７により多重反射を繰り返し、射出面１３から射出さ
れる。このとき、ライトパイプ８がテーパ形状を有することにより、ライトパイプ８の径
が一定の場合と比して、ライトパイプ８に再入射した光線をプリズム１に戻しやすくなる
。
【００６１】
　以上説明したように、本発明の第３の実施の形態に係る光源装置によれば、テーパ形状
のライトパイプ８を備えることにより、高効率で蛍光体膜３を照明でき、蛍光体膜３発光
の高輝度化により、射出される光束の単位面積当たりの光束量を大きくすることができる
。　更に、プリズム１内で多重反射し、再び蛍光体膜３に戻ってくる一次光が所定の入射
角以上で入射する場合には、第１の二次光反射膜４を透過することなく、再び蛍光体膜３
へ戻すことができる。よって、一次光を高効率で蛍光体膜３を照明することができる。
【００６２】
＜第１の変形例＞
　本発明の第３の実施の形態の第１の変形例として、図１７に示すように、２組の光源を
有し、ライトパイプ８ａ，８ｂのそれぞれが、第１の固体発光素子２ａ及び第２の固体発
光素子２ｂから第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体膜３ｂに向かってテーパ形状を有し
ていても良い。他の構成は、図１２に示した本発明の第２の実施の形態に係る光源装置と
実質的に同様であるので、重複した説明を省略する。
【００６３】
＜第２の変形例＞
　本発明の第３の実施の形態の第２の変形例として、図１８に示すように、ＬＥＤの代わ
りに、単一波長を出力するレーザー３１ａ，３１ｂを使用しても良い。レーザー３１ａ，
３１ｂは、系外に配置されている。図１８にはレーザー３１ａ，３１ｂのそれぞれが複数
個使いのレーザーアレイを示すが、レーザー３１ａ，３１ｂのそれぞれは１個でも良く、
個数は特に限定されない。レーザー３１ａ，３１ｂは、図１９に示すような単一波長の青
色レーザーを発光する。レーザー３１ａ，３１ｂから出力される光線は放射状に発光し、
コリメートレンズ３２ａ，３２ｂで平行光にされる。その後、複数の平行光は共通の集光
レンズ３３ａ，３３ｂによりライトパイプ８ａ，８ｂの端面に入射する。ライトパイプ８
ａ，８ｂ内を多重反射した光線は、略平行光として第１の蛍光体膜３ａ及び第２の蛍光体
膜３ｂをそれぞれ照明する。他の構成は、図１７に示した構成と実質的に同様であるので
、重複した説明を省略する。
【００６４】
　図１９に示す青色レーザーのように単一波長を出力する場合、第１の二次光反射膜４ａ
及び第２の二次光反射膜４ｂとして、図２０に示すように、蛍光体膜３を照明する略平行
光は透過し、プリズム１内多重反射で戻ってくるような戻り光を反射するような帯域の狭
い反射膜を使用することで、一次光を系内に閉じ込めて、全ての一次光を蛍光体膜３での
発光に寄与させることが可能となる。
【００６５】
（その他の実施の形態）
　上記のように、本発明は第１～第３の実施の形態によって記載したが、この開示の一部
をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示か
ら当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００６６】
　例えば、図１に示した第２の二次光反射膜５の代わりに、可視光を全て高反射率（例え
ば９８％以上）で反射する銀ミラー等の金属膜ミラーを備えていても良い。金属膜ミラー
を配置することにより、蛍光体膜３で吸収されることなく透過した一次光をプリズム１内
に戻し、蛍光体膜３を再び励起させ発光させることで、二次光を更に増幅し、単位面積当
たりの光束量を大きくすることができる。



(12) JP 2012-209036 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

【００６７】
　また、本発明の第１～第３の実施の形態において、楔形状のプリズム１について説明し
たが、プリズム１の代わりに、図２１に示すような空気が充填された楔形状の筺体１ｘを
使用しても良い。この場合、筐体１ｘの内壁面には一次光及び二次光を反射する金属膜ミ
ラー又は二次光を反射する二次光反射膜を形成する。更に、蛍光体膜３からの二次光を入
射するための開口部１７と、二次光を射出させるための開口部１７の面積より大きい開口
部１８を設ければ良い。
【００６８】
　また、本発明の第１～第３の実施の形態に係るプリズム１は、射出面１３に比較して、
入射面１１及び傾斜面１２が著しく大きな構成でも良い。また、プリズム１の射出面１３
に比較して、蛍光体膜３の面積が著しく大きな構成でも良い。また、プリズム１の挟角面
１４がなく、入射面１１及び傾斜面１２が連続している楔形状の場合にも適用可能である
。また、垂直面１５，１６は、入射面１１及び傾斜面１２に垂直で且つ互いに平行である
ことが好ましいが、厳密に垂直及び平行でなくても良い。更に、射出面１３及び挟角面１
４は、互いに平行であることが好ましいが、厳密に平行でなくても良い。
【００６９】
　また、本発明の第１～第３の実施の形態において、一次光として青色、二次光として緑
色を発光させる場合を説明したが、一次光の青色光で励起して二次光として図８に示すよ
うな波長帯域の赤色光を発光することも可能である。さらに、波長の短い（エネルギーの
大きい）紫外線光を励起光として、可視光域の所望のスペクトルを発光しても良い。その
場合、二次光反射膜４，５，４ａ，４ｂとして、それぞれの帯域のスペクトルを反射及び
透過する膜を適宜選択可能である。
【００７０】
　また、本発明の第１～第３の実施の形態に係る光源装置は、光源装置から射出された二
次光を変調する空間光変調素子と、変調された二次光の像を結像させ、スクリーン等に表
示させる結像光学系を有する画像表示装置にも適用可能である。
【００７１】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論で
ある。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発
明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００７２】
　１…プリズム
　１ｘ…筐体
　２，２ａ，２ｂ…固体発光素子
　３，３ａ，３ｂ…蛍光体膜
　４，４ａ，４ｂ，５…二次光反射膜
　６…一次光反射膜
　７，７ａ，７ｂ…金属膜ミラー
　８，８ａ，８ｂ…ライトパイプ
　１１…入射面
　１２…傾斜面
　１３…射出面
　１４…挟角面
　１５，１６…垂直面
　１７，１８…開口部
　２１，２１ａ，２１ｂ…支持部材
　２２，２２ａ，２２ｂ…カバー部材
　２３，２３ａ，２３ｂ，２４…基板
　３１ａ，３１ｂ…レーザー
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　３２ａ，３２ｂ…コリメートレンズ
　３３ａ，３３ｂ…集光レンズ

【図１】 【図２】



(14) JP 2012-209036 A 2012.10.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 2012-209036 A 2012.10.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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